
令和６年度 教職課程の自己点検・評価書
島根県立大学 【看護栄養学部 健康栄養学科】

点検項目 レベル 中項目 観点 評価 備考

大学全体

（１）教員の養成の目標及び当該目標

を達成するための計画（教員養成を主

たる目的とする大学又は学科等の場合

は当該目標及び計画に加え「卒業認

定・学位授与の方針」、「教育課程編

成・実施の方針」及び「入学者受入れ

の方針」（３つの方針）。以下同

じ。）の策定状況

具体的かつ明確な形で設定されているか、教員の養成の

目標及び当該目標を達成するための計画と３つの方針と

の関係が必要に応じて意識されているか

○

大学全体
（２）教員の養成の目標及び当該目標

を達成するための計画の策定プロセス

学生や採用権者の意見を考慮しているか、所在する都道

府県・政令指定都市教育委員会の策定する教員育成指標

との関係性の考慮が行われているか

○

大学全体
（３）教員の養成の目標及び当該目標

を達成するための計画の見直しの状況

一人一人の学生が教職課程での学修を通じて得た自らの

学びの成果（以下「学修成果」という。）や自己点検・

評価の結果、社会情勢や教育環境の変化等を踏まえた適

切な見直しが行われているか

○

大学全体

（１）複数の教職課程を通じた授業科

目の共通開設など全学的な教育課程の

編成状況

複数の教職課程間における授業科目の共通開設は、開設

に責任を負う学科等の強み・特色を生かしつつ適切に行

われているか

○

大学全体
（２）教職課程の授業科目の実施に必

要な施設・設備の整備状況

ＩＣＴ（情報通信技術）環境（オンライン授業含む）、

模擬授業用の教室、関連する図書など、教職課程の授業

科目の実施に必要な施設・設備が整備されているか

○

学科等 （３）教育課程の体系性

法令及び教員の養成の目標及び当該目標を達成するため

の計画と対応し必要な授業科目が開設され適切な役割分

担が図られているか、教職課程以外の科目との関連性が

適切に確保されているか

○

学科等

（４）ＩＣＴの活用指導力など、各科

目を横断する重要な事項についての教

育課程の体系性

例えば、教員として身につけることが必要なＩＣＴ活用

指導力の全体像に対応して各科目間の役割分担が適切に

図られているか、到達目標や学修量が適切な水準となっ

ているか

○

学科等 （５）キャップ制の設定状況
１単位あたりの学修時間を確保する上で有効に機能して

いるか
○

学科等 （６）教育課程の充実・見直しの状況
学修成果や自己点検・評価の結果等を踏まえて充実が図

られ、適切な見直しが行われているか
○

授業科目
（７）個々の授業科目の到達目標の設

定状況

法令、教員の養成の目標及び当該目標を達成するための

計画、学習指導要領及び教職課程コアカリキュラムへの

対応が図られているか

○

授業科目 （８）シラバスの作成状況

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画と

授業科目との関係、授業科目の目的と到達目標、内容と

方法、計画、成績評価基準、事前学修と事後学修の内容

等が明確に記載されているか

○

授業科目
（９）アクティブ・ラーニングやＩＣ

Ｔの活用など新たな手法の導入状況

授業科目の到達目標に応じ、少人数のアクティブ・ラー

ニングやＩＣＴを活用した新たな手法を導入し、「考え

る」「話す」「行動する」などの多様な学びをもたらす

工夫が行われているか

○

授業科目
（10）個々の授業科目の見直しの状

況

学修成果や自己点検・評価の結果等を踏まえて充実が図

られ、適切な見直しが行われているか
○

授業科目
（11）教職実践演習及び教育実習等

の実施状況

教職課程において特に重要な役割を果たす教職実践演

習、教育実習（学校体験活動含む）は、事前指導・事後

指導を含め、大学の主体的な関与の下で適切に行われて

いるか

○

①教育理念・

学習目標

②授業科目・

教育課程の編

成実施



点検項目 レベル 中項目 観点 評価 備考

大学全体
（１）成績評価に関する全学的な基準

の策定・公表の状況

成績評価基準に基づく評語と授業科目ごとに定められて

いる到達目標の達成水準との関係等が明らかにされてい

るか

○

学科等
（２）成績評価に関する共通理解の構

築

同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講してい

る場合に成績評価の平準化を図ることができているか
○

学科等

（３）教員の養成の目標の達成状況

（学修成果）を明らかにするための情

報の設定及び達成状況

教員の養成の目標の達成状況を明らかにするための情報

※が適切に設定されており、それがどの程度達成されて

いるか、教職実践演習に向けた「履修カルテ」を適切に

活用できているか

※例えば、卒業時の教員免許状の取得状況や教職への就

職状況のほか、所在する都道府県・政令指定都市教育委

員会の策定する教員育成指標や「教学マネジメント指

針」を参考としつつ各大学において設定することが考え

られる。

○

授業科目 （４）成績評価の状況

各授業科目の到達目標に照らしてできるだけ定量的又は

定性的に達成水準を明らかにし、厳格に点数・評語に反

映することができているか、公正で透明な成績評価とい

う観点から達成水準を測定する手法やその配点基準があ

らかじめ明確になっているか

○

大学全体

／学科等
（１）教員の配置の状況

教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成部会決

定）で定められた必要専任教員数を充足しているか
△

専任教員の退職に伴い教

科専門（栄養教育）を非

常勤講師で対応した。令

和7年度は専任教員を配

置予定。
大学全体

／学科等
（２）教員の業績等

担当授業科目に関する研究実績の状況、担当教員の学校

現場等での実務経験の状況
○

大学全体

／学科等
（３）職員の配置状況

教職課程を適切に実施するため、事務組織を設け、必要

な職員数を配置できているか
△

兼任職員を配置している

が十分な事務体制とは言

えない状況である。

大学全体

／学科等
（４）FD・SDの実施状況

いわゆる教科専門の授業科目を担当する教員や実務家教

員も含め、教員の養成の目標及び当該目標を達成するた

めの計画への理解をはじめ教職課程を担う教員として望

ましい資質・能力を身に付けさせるためのＦＤ・ＳＤが

確実に実施されているか、適切な内容が実施できている

か、実際に参加が確保できているか

△

教職員の資質・能力を向

上するFD・SD研修を実

施しているが、教職課程

を取り上げた研修を実施

できていない。

授業科目 （５）授業評価アンケートの実施状況

個々の授業科目の見直しに繋がるＦＤの機会で活用でき

るように、効果的な授業評価アンケートの作成・実施が

行えているか

○

大学全体

（１）学校教育法施行規則（昭和２２

年文部省令第１１号）第１７２条の２

のうち関連部分、教育職員免許法施行

規則第２２条の６に定められた情報公

表の状況

法令に定められた情報公表が学外者にもわかりやすく適

切に行えているか
○

大学全体
（２）学修成果に関する情報公表の状

況

大学が必要な資質・能力を備えた学生を育成できている

かどうかを、エビデンスとともに説明できているか
○

大学全体
（３）教職課程の自己点検・評価に関

する情報公表の状況

根拠となる資料やデータ等を示しつつ、わかりやすい自

己点検・評価の評価書を公表することができているか
△

より具体的な根拠を示し

た評価書を作成していけ

るよう改善していく。

大学全体

／学科等

（１）教職課程を履修する学生の確保

に向けた取組の状況

教職課程に関する積極的な情報提供の実施ができている

か、教員の養成の目標に照らして適切に学生を受け入れ

ているか

○

大学全体

／学科等

（２）学生に対する履修指導の実施状

況

必要な体制や施設・設備を整えた上で、個々の学生の教

職に対する意欲を踏まえつつ、学生に教職課程の履修に

当たって学修意欲を喚起するような適切な履修指導が行

えているか、「履修カルテ」を適切に活用できているか

○

大学全体

／学科等

（３）学生に対する進路指導の実施状

況

学生に教職への入職に関する情報を適切に提供するな

ど、学生のニーズに応じたキャリア支援体制が適切に構

築されているか

○

③学修成果の

把握・可視化

④教職員組織

⑥教職指導

（学生の受け

入れ・学生支

援）

⑤情報公表



点検項目 レベル 中項目 観点 評価 備考

大学全体
（１）教育委員会や各学校法人との連

携・交流等の状況

教員の採用を担う教育委員会や各学校法人と適切に連

携・交流を図り、地域の教育課題や教員育成指標を踏ま

えた教育課程の充実や、学生への指導の充実につなげる

ことができているか

○

大学全体
（２）教育実習等を実施する学校との

連携・協力の状況

教育実習を実施する学校と適切に連携・協力を図り、実

習の適切な実施につなげることができているか、学校体

験活動や学習指導員としての活動など学校現場での体験

活動を行う機会を積極的に提供できているか

○

大学全体 （３）学外の多様な人材の活用状況

学外の諸機関との連携の下、教育課程を充実するために

学外の多様な人材を実務経験のある教員又はゲストス

ピーカー等として活用することができているか

○

⑦関係機関等

との連携


